
 

 

中高層建築物届出手続の流れ 
 
※対象：建築基準法６条第１項第１号から第３号で高さ１０ｍ超（１・２種低層住居専

用地域では、軒高７ｍ超か地上３階以上）の建築物の新築、増築、改築、移転 
 
 
                 （建築主、設計者等） 
 

 

 

                 （建築主）※建築確認申請 30 日前から完了まで 
 
 
 
                 （建築主→市建築住宅課） 

部数：１部 

添付書類：案内図、標識配置図 

標識設置状況写真(遠景と近景) 

           ※ 建築計画変更の場合は「標識変更届」提出 

                 （建築主→電波障害調査会社等） 

                 （建築主→近隣居住者） 
 
 

                   （建築主→市建築住宅課） 

  部数：１部 
 

添付書類： 

・建築計画書（位置図、配置図、各階平面図、２面以上の立面図） 

・電波障害調査報告書（結果を図示した周辺家屋配置図） 

・日影図 

・付近現況図（周辺建築物等の所有者、用途、構造、階数、位置、方位を図示） 

・近隣居住者説明結果報告書 

・誓約書 

 

                 （建築主→市建築住宅課・指定確認検査機関） 

 

                 （市建築住宅課・指定確認検査機関→建築主） 

 

 

 

                                     （建築主→市建築住宅課）※ 標識撤去 

                    部数：１部 

※ 建築取りやめの場合は「取りやめ届」を提出 

建 築 計 画 の 作 成 

標 識 の 設 置 

標 識 設 置 届 の 提 出 

電 波 障 害 等 の 調 査 
近隣居住者への説明 

中高層建築工事申出書の提出 

建 築 確 認 申 請  

確 認 済 証 交 付  

着 工 → 完 成  

中高層建築工事完了届の提出 

※ 委任行為がある場合は「委任状」を提出（押印不要） 


